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苫小牧市市民参加条例運用の手引き

（平成２１年４月１日 苫小牧市総合政策部市民自治推進課） 第１７条関係（抜粋）

    第３章 市民政策提案制度

第１７条 市民は、次に掲げる場合を除くほか、市に対して政策を提案しようとするときは、別に定

めるところにより、１８歳以上の市民１０人以上の連署をもって、その代表者から、市に対し、政

策の提案をすることができる。 

２ 市は、市民に対して政策の提案を求めるときは、提案を求める政策の目的及び課題、提案の方法、

提出期間その他の提案に必要な事項を明らかにして行うものとする。 

３ 市は、前２項の規定により市民から政策の提案があったときは、その内容を総合的に検討し、当

該提案があった日から３月以内（前項の規定による政策の提案については、別に定める期間内）に

検討の結果及びその理由を当該市民（第１項の規定による政策の提案については、当該提案に係る

代表者）に通知するとともに、その概要を公表するものとする。

【説明】

１ 市民政策提案制度は、市民参加の一手法として新たに設ける制度です。この制度は、自治基本

条例制定の取り組みにおいて条例に盛り込むべき項目として市長に提出された「まちづくり基本

条例等検討懇話会」の提言の中で提案されたものを制度として具体化したものです。

２ 市民意見提出制度は、市民からいつでも市に政策提案をすることができる制度と、市の方から

市民の政策提案を募集する制度の二通りの制度で構成されています。

1項関係  

① 政策提案制度は、市政全般にわたって寄せられる通常の提案や苦情などと異なり、具体的な

政策として提案していただくものであることから、個人的なものとしてではなく、一定程度の

人の集まりの中で組織的に検討・吟味された結果として提案していただくこととしています。

② 応募条件の年齢は、市民参加の対象と考えられる社会人としての年齢を考慮したものです。

    また、市の機関が政策提案を募集する場合に、政策の内容によっては、18歳未満の方々の提
案を求めることも想定されます。

 ２項関係 

 市から市民に対して政策提案を募集する場合の公表事項について明らかにしています。市から

の政策提案の募集に応じて市民が政策提案をする場合は、年齢要件は適用されず、市が募集する

政策の内容に応じて応募できる市民の年齢の幅が広げられる事が想定されています。

 ３項関係 

 市民からの政策提案あるいは市の募集に応じた政策提案が提出された場合の取扱いについて定

めています。

  ① 市民からの随時の政策提案を受けたときは、市は 3カ月以内にその提案内容について検討し、
その結果及びその理由を提案者に通知するとともに、公表することとしています。

  ② 市からの政策提案の募集に応じた政策提案については、その政策の内容に応じて必要な期間

を市がそのつど定めて行うこととなりますが、その結果の取扱いについては①と同様に扱うこ

ととなります。

［運用］

 １ 市民から政策提案が寄せられた場合は、提案内容を所管する部課において、提案された政策の

必要性及び優先度の観点から検討を行った上で総合的に判断を行い、結果を公表するものとしま

す。また、必要に応じて関係する他の部課及び関係機関等との調整を行うものとします。

 ２ 市民が政策提案を提出する場合には、所定の様式によって提出することとなりますが、その様

式については、施行規則第１４条で次のように定めています。

  ① 市民政策提案書（施行規則様式第 1号）



  ② 提案書の添付書類 市民政策提案者署名簿（施行規則様式第 2号）及び関係書類
 ３ 市民政策提案制度の運用に関して実施要綱では次のように定めています。

第５章 市民政策提案制度に関する事務

第 1 市民からの政策等の提案
１ 提案の受付

   市民からの政策等の提案の受付は、総合担当で行うものとする。

 ２ 形式要件の確認

市民政策提案書(施行規則様式第 1号)及び市民政策提案者署名簿(施行規則様式第 2号)につい
て、必要事項が記載されているか確認を行うとともに、市民政策提案書については政策等の案及

び資料の添付について、市民政策提案者署名簿については自署の有無について確認を行うものと

する。

３ 補正

市民政策提案書及び市民政策提案者署名簿の記載事項に漏れがある等形式的な要件に不備があ

るときは、その場で提案代表者に補正を求めるものとし、その場で補正できない場合は、相当の

期間を定めて提案代表者に補正を求めるものとする。提案代表者が補正の期間内に補正しないと

きは、提案を却下し、その旨を通知するものとする。

４ 署名の審査等

 署名の審査

市民からの政策等の提案を受け付け、形式的な要件を審査した後は、市民政策提案者署名

簿に記載された提案者の氏名、住所及び生年月日等が、条例第１７条第 1項の規定により提
案できる者に該当する者であるかどうかを審査する。審査の結果、有効な署名数が 10人に
満たないときは、提案代表者に補正を求めるものとする。

 署名の効力の基準

 署名の効力の基準は次のとおりとする。

ア 氏名については自署のみを有効とする。

イ 氏名、住所及び生年月日等の記載内容が虚偽又は架空のものであるときは、無効とする。

ウ 氏名、住所及び生年月日の記載のないもの並びに代筆をした場合の代筆者の氏名及び住所

の記載のないものは無効とする。

 受付日及び回答期限の記入

 受付に伴う審査が完了し、政策提案の要件を満たしたときは、総合担当において受付日及

び提案に対する回答期限となる日付を記入するものとする。この場合において、受付日の記入

は、受付印の押印をもって代えることができるものとする。

５ 提案後の取り下げ

市民からの政策提案の受付後において、提案代表者から提案を取り下げる場合は、取り下げ

る旨を記した文書を提出するものとする。

 ６ 担当課への引き継ぎ

   市民政策提案の受付を完了した後は、速やかに提案の内容となる政策等を所管する担当課に

関係書類を引き継ぐものとする。

 ７ 担当課における検討

 調査及び検討

提案内容を所管する担当課は、政策提案の内容について調査及び検討を行い、提案の取扱い

について決定する。

 提案代表者等による説明

担当課は、提案内容の調査及び検討に当たっては、必要に応じて提案代表者等から説明を聞



くことができるものとする。

 関係者等との協議

担当課は、必要に応じて提案内容に関係がある第三者又は市の機関との協議を行うものとす

る。

 ８ 結果の通知

   担当課は、政策提案の回答期日までに、提案内容に対する検討の結果及びその理由を市民政

策提案結果通知書(様式第１号)により提案代表者に対して通知しなければならない。この場合
において、その通知の内容について公表するとともに、総合担当に報告するものとする。

 ９ 市民自治推進会議への報告

   総合担当は、政策提案に関する検討の結果に関する担当課からの報告を集約のうえ、市民自

治推進会議に報告しなければならない。

第２ 市による政策等の提案の募集

 １ 政策提案の募集に当たって配慮すべき事項

市の機関が市民による政策等の提案を募集するに当たっては、次の事項に留意して行うものと

する。

  ア 政策等の目的を明確に示して、市民がその目的に合致した政策等を提案しやすいように配慮

すること。

  イ 政策等を提案できるものの範囲は、できる限り広く設定すること。

  ウ 政策等の提案の方法は、原則として書面によるものとし、持参のほか、確実に申請書類等

が受付に届く方法により行うものとし、必要に応じて提出に必要な書式を設定すること。

  エ 市の機関の募集に応じて市民が政策等の提案を行うために十分な時間を確保して提出期間

を設定すること。

２ 提案された政策等の検討及び結果の通知等

   市民による政策等の提案を募集した担当課は、提案された政策等の内容について調査検討の

うえ、その提案の取扱いについて決定するものとする。この場合において、この章第１に規定

する取扱規定のうち、関係する規定を準用するものとする。
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